
 

中新川広域行政事務組合介護人材確保事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護に従事する人材の確保及び定着を図るため、立山町、上市 

町又は舟橋村（以下「管内」という。）に所在する介護サービス事業所、介護予防・ 

日常生活支援総合事業所（以下「介護事業所」という。）に勤務する介護職員若し 

くは多様な活動又は事業を行う団体等（以下「団体等」という。）に参加する者の、 

介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第69条の２第１項に規 

定する介護職員実務者研修及び介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第 

22条の23第１項に規定する介護職員初任者研修課程（以下「対象研修」という。） 

の受講料及び受講期間に代替として雇い入れた介護職員の人件費に相当する額を 

負担した介護サービス事業所等に対し、毎年度の予算の範囲内において補助金を交 

付するにあたり、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

 (1) 介護サービス事業所 次のいずれかに該当するサービスを行う事業所であっ 

て、管理者又は富山県知事が指定（許可を含む。）した事業所をいう。 

 ア 法第８条第１項 に規定する居宅サービス。ただし、居宅療養管理指導、福祉 

用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。 

 イ 法第８条第14項に規定する地域密着型サービス 

ウ 法第８条第26項に規定する施設サービス 

(2) 介護予防・日常生活支援総合事業所 法第115条の45の５第１項の規定により 

指定を受けた事業者が法第115条の45第１項第１号に規定する第１号事業（訪問 

型サービス・通所型サービス）を行う事業所をいう。 

(3)  多様な活動又は事業を行う団体等 地域住民を含めた多様な主体による高齢 

者の自立した生活や介護予防に資する総合事業に該当しない多様な活動又は事 

業（以下「生活支援・介護予防サービス」という。）の提供体制を構築し、法第 

115条の45第２項第５号に規定する地域の支え合いの体制づくりを推進してい 

くことを目的とする事業を実施する団体等をいう。 

(4) 介護職員 介護サービス利用者に介護サービスを直接提供する介護従事者 

   をいう。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費は、次項又は３項に掲げる要件を満たす者 

（以下「支援対象者」という。）が修了した対象研修の受講料及び受講期間に代替 



 

として雇い入れた介護職員の人件費に相当する額とする。 

２ 介護事業所に勤務する介護職員（当該介護事業所又は当該介護事業所を運営す 

る法人が直接雇用する者に限る。）のうち、次に掲げる要件を全て満たす者 

(1) 補助金の交付を受けようとする年度に対象研修の受講を開始し、修了した者で

あり、受講料の支払を同一年度内に行ったものに限る。 

(2) 対象研修の受講を開始した日又は研修対象を修了した日の翌日から起算して

６か月を経過する日以前に介護事業所に介護職員として勤務している者 

(3) 申請日時点で当該介護事業所に１週間当たりの所定労働時間が週20時間以上

である介護職員として勤務している者 

３ 団体等に参加する者のうち、次に掲げる要件を全て満たす者 

(1) 団体等において、主体的に活動する者 

(2) 補助金の交付を受けようとする年度に対象研修の受講を開始し、修了した者で

あり、受講料の支払を同一年度内に行ったものに限る。 

(3) 対象研修の受講を開始した日又は対象研修を修了した日の翌日から起算して

６か月を経過する日以前に団体等に参加している者 

（補助金の額） 

第４条 前条第１項の経費（以下「対象経費」という。）に対する補助金の額は、支 

援対象者１人につき対象経費の２分の１又は10万円のいずれか低い額とする。 

２ 補助金の交付は、当該年度において、１事業所又は団体等につき支援対象者１人 

を上限とする。なお、同一法人においては、支援対象者２人を上限とする。 

（補助対象者） 

第５条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、対象研修 

の受講料及び受講期間に代替として雇い入れた介護職員の人件費に相当する額を 

負担した介護事業所、当該介護事業所を運営する法人又は団体等とする。なお、支

援対象者が受講した日を勤務日として扱っていることを条件とする。 

２ 前項の規定に関わらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 

３年法律第77号）第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う 

者は、本事業の補助対象者とならない。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、中新川広域行政事務組合介護人材確保 

事業費補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）に関係書類を添えて、対象研修を 

修了した日の翌日から起算して６か月以内に管理者に提出しなければならない。な

お、補助対象者ごとに申請しなければならない。 



 

２ 本補助事業と国又は地方公共団体等の補助事業等の対象経費を重複することは 

できない。 

（補助金の交付決定等） 

第７条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し 

てその適否を決定し、その結果を中新川広域行政事務組合介護人材確保事業費補助 

金交付決定（却下）通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

２ 交付の決定をした補助金は、前項の通知の日から１か月以内に交付するもの 

とする。 

（補助金の交付決定の取消し） 

第８条 管理者は、申請者が偽りその他不正な手段等により補助金の交付決定を受け 

たと認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。 

（補助金の返還） 

第９条 管理者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、 

補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期 

限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（報告等） 

第10条 管理者は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた者に対して、 

報告又は書類の提出を求めることができる。 

２ 補助金の交付を受けた者は、前項に規定する報告等を求められたときは、速やか 

に応じなければならない。 

（書類の整備等） 

第11条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかに 

した帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管して 

おかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年 

度の翌年度から５年間保管しなければならない。 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、管理 

者が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年７月11日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

  附 則 



 

この要綱は、令和７年３月１日から施行する。 


